
異 議 申 立 書

平成２２年１０月２８日

鳥取市長　　　　竹内　功　様
異議申立人　　　　宮部　龍彦

行政不服審査法第６条の規定により，次の通り異議申立をします。

１ 異議申立人

氏名　　　　宮部　龍彦
年齢 ３１歳
住所 〒２５２－■■■■

神奈川県座間市■■■■■■■■■■　■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

電話 ■■■－■■■■－■■■■

２ 異議申立に係る処分

平成２２年９月２日付開示請求拒否処分（受総固第２１２号）

３ ２の処分があったことを知った日

平成２２年９月５日

４ 異議申立の趣旨

以下の採決を求める。

(1) 開示請求拒否処分を取り消す。

(2) 下味野地区の同和対策固定資産税減免に関する平成２０年度以降の、減免

対象者に対する説明資料一式、同和対策減免の件数と総額、対象地域を公開す

る。

５ 異議申立の理由

開示請求拒否処分の理由として「開示請求に係る文書は、特定の地域を指定した

文書であり、当該文書があるかないかを答えるだけでその地域が同和地区であるか

どうかを公にすることとなります。その結果として、その地域の住民や出身者が差

別を受けるおそれがあり、また、個人の権利利益を害するおそれがあります」と説

明されている。これは、文書が存在するか否かを答えることが、鳥取市情報公開条

例（以降「条例」という）第７条第２号に該当する不開示情報を開示することにな



るという意味である。一方、条例第７条第２号は、ただし書きで「ア　法令等の規

定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は不

開示情報から除外するとしている。

同和対策固定資産税減免の対象地域は、法令等の規定により公にすることが予定

されている情報に該当する。なぜなら、憲法第８４条は「あらたに租税を課し、又

は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす

る。」と定めており、さらに地方税法第３６７条は「市町村長は、天災その他特別

の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り

生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の

条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と定めてい

る。これは租税法律主義の原則から、自身にどれだけの税金が課されるか法令によ

り予測できることを要求するものであるが、そのためには同和対策固定資産税減免

の対象地域は公開されなければならない。従って、同和対策固定資産税減免の対象

地域は憲法第８４条および地方税法第３６７条により公にすることが予定されてい

る情報である。

また、鳥取市集会所管理規則により設置されている集会所は「同和地区及びその

周辺地域における社会教育活動の場を提供するための」（同規則第１条）施設であ

ることから、その施設の周囲は同和地区である。同規則第２条により鳥取市下味野

集会所が設置されていることから、下味野が同和地区であることを知ることができ

る。一方、鳥取市公告式条例第２条および第３条は規則の公布を定めている。同様

に、鳥取市地区会館管理規則により設定されている集会所は「同和地区における集

会の場を提供するための」（同規則第１条）施設であるから、同規則についても鳥

取市集会所管理規則と同じことが言える。従って、「下味野が同和地区である」と

いう情報は、鳥取市公告式条例第２条および第３条、鳥取市集会所管理規則第１条

および第２条、鳥取市地区会館管理規則第１条および第２条の規定により公にされ

たものである。

下味野という地名だけで具体的な同和地区の地域を示すことになると必ずしもい



うことができないが、異議申立人が「下味野地区」という地域を挙げて請求したこ

とに対し、実施機関は「その地域が同和地区であるかどうかを公にすることとなり

ます」という理由で拒否処分している。また、同和対策固定資産税減免の対象地域

の下味野の住民や出身者が差別を受けるおそれがあるのに、同和地区における集会

の場を提供するための施設が設置された下味野の住民や出身者が差別を受けるおそ

れがないと言うことはできないから、法令等により公にされている情報と、処分の

対象になった情報は同等である。




異議申立書


平成２２年１０月２８日


		鳥取市長		　　　　		竹内　功　様





		異議申立人		　　　　		宮部　龍彦




行政不服審査法第６条の規定により，次の通り異議申立をします。


異議申立人



		氏名		　　　　		宮部　龍彦

		年齢				３１歳

		住所				〒２５２－■■■■

						神奈川県座間市■■■■■■■■■■　■■■■

						■■■■■■■■■■■■■■

		電話				■■■－■■■■－■■■■




異議申立に係る処分


平成２２年９月２日付開示請求拒否処分（受総固第２１２号）

２の処分があったことを知った日


平成２２年９月５日

異議申立の趣旨


以下の採決を求める。



		
開示請求拒否処分を取り消す。



		
下味野地区の同和対策固定資産税減免に関する平成２０年度以降の、減免対象者に対する説明資料一式、同和対策減免の件数と総額、対象地域を公開する。






異議申立の理由


開示請求拒否処分の理由として「開示請求に係る文書は、特定の地域を指定した文書であり、当該文書があるかないかを答えるだけでその地域が同和地区であるかどうかを公にすることとなります。その結果として、その地域の住民や出身者が差別を受けるおそれがあり、また、個人の権利利益を害するおそれがあります」と説明されている。これは、文書が存在するか否かを答えることが、鳥取市情報公開条例（以降「条例」という）第７条第２号に該当する不開示情報を開示することになるという意味である。一方、条例第７条第２号は、ただし書きで「ア　法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は不開示情報から除外するとしている。


同和対策固定資産税減免の対象地域は、法令等の規定により公にすることが予定されている情報に該当する。なぜなら、憲法第８４条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めており、さらに地方税法第３６７条は「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と定めている。これは租税法律主義の原則から、自身にどれだけの税金が課されるか法令により予測できることを要求するものであるが、そのためには同和対策固定資産税減免の対象地域は公開されなければならない。従って、同和対策固定資産税減免の対象地域は憲法第８４条および地方税法第３６７条により公にすることが予定されている情報である。


また、鳥取市集会所管理規則により設置されている集会所は「同和地区及びその周辺地域における社会教育活動の場を提供するための」（同規則第１条）施設であることから、その施設の周囲は同和地区である。同規則第２条により鳥取市下味野集会所が設置されていることから、下味野が同和地区であることを知ることができる。一方、鳥取市公告式条例第２条および第３条は規則の公布を定めている。同様に、鳥取市地区会館管理規則により設定されている集会所は「同和地区における集会の場を提供するための」（同規則第１条）施設であるから、同規則についても鳥取市集会所管理規則と同じことが言える。従って、「下味野が同和地区である」という情報は、鳥取市公告式条例第２条および第３条、鳥取市集会所管理規則第１条および第２条、鳥取市地区会館管理規則第１条および第２条の規定により公にされたものである。


下味野という地名だけで具体的な同和地区の地域を示すことになると必ずしもいうことができないが、異議申立人が「下味野地区」という地域を挙げて請求したことに対し、実施機関は「その地域が同和地区であるかどうかを公にすることとなります」という理由で拒否処分している。また、同和対策固定資産税減免の対象地域の下味野の住民や出身者が差別を受けるおそれがあるのに、同和地区における集会の場を提供するための施設が設置された下味野の住民や出身者が差別を受けるおそれがないと言うことはできないから、法令等により公にされている情報と、処分の対象になった情報は同等である。




=異議申立書
>;平成２２年１０月２８日
:鳥取市長:　　　　:竹内　功　様:
>:異議申立人:　　　　:宮部　龍彦:

行政不服審査法第６条の規定により，次の通り異議申立をします。

===異議申立人
:氏名:　　　　:宮部　龍彦:
:年齢::３１歳:
:住所::〒２５２－■■■■:
:::神奈川県座間市■■■■■■■■■■　■■■■:
:::■■■■■■■■■■■■■■:
:電話::■■■－■■■■－■■■■:

===異議申立に係る処分
;平成２２年９月２日付開示請求拒否処分（受総固第２１２号）

===２の処分があったことを知った日
;平成２２年９月５日

===異議申立の趣旨
以下の採決を求める。
**開示請求拒否処分を取り消す。
**下味野地区の同和対策固定資産税減免に関する平成２０年度以降の、減免対象者に対する説明資料一式、同和対策減免の件数と総額、対象地域を公開する。

===異議申立の理由
開示請求拒否処分の理由として「開示請求に係る文書は、特定の地域を指定した文書であり、当該文書があるかないかを答えるだけでその地域が同和地区であるかどうかを公にすることとなります。その結果として、その地域の住民や出身者が差別を受けるおそれがあり、また、個人の権利利益を害するおそれがあります」と説明されている。これは、文書が存在するか否かを答えることが、鳥取市情報公開条例（以降「条例」という）第７条第２号に該当する不開示情報を開示することになるという意味である。一方、条例第７条第２号は、ただし書きで「ア　法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は不開示情報から除外するとしている。

同和対策固定資産税減免の対象地域は、法令等の規定により公にすることが予定されている情報に該当する。なぜなら、憲法第８４条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めており、さらに地方税法第３６７条は「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と定めている。これは租税法律主義の原則から、自身にどれだけの税金が課されるか法令により予測できることを要求するものであるが、そのためには同和対策固定資産税減免の対象地域は公開されなければならない。従って、同和対策固定資産税減免の対象地域は憲法第８４条および地方税法第３６７条により公にすることが予定されている情報である。

また、鳥取市集会所管理規則により設置されている集会所は「同和地区及びその周辺地域における社会教育活動の場を提供するための」（同規則第１条）施設であることから、その施設の周囲は同和地区である。同規則第２条により鳥取市下味野集会所が設置されていることから、下味野が同和地区であることを知ることができる。一方、鳥取市公告式条例第２条および第３条は規則の公布を定めている。同様に、鳥取市地区会館管理規則により設定されている集会所は「同和地区における集会の場を提供するための」（同規則第１条）施設であるから、同規則についても鳥取市集会所管理規則と同じことが言える。従って、「下味野が同和地区である」という情報は、鳥取市公告式条例第２条および第３条、鳥取市集会所管理規則第１条および第２条、鳥取市地区会館管理規則第１条および第２条の規定により公にされたものである。

下味野という地名だけで具体的な同和地区の地域を示すことになると必ずしもいうことができないが、異議申立人が「下味野地区」という地域を挙げて請求したことに対し、実施機関は「その地域が同和地区であるかどうかを公にすることとなります」という理由で拒否処分している。また、同和対策固定資産税減免の対象地域の下味野の住民や出身者が差別を受けるおそれがあるのに、同和地区における集会の場を提供するための施設が設置された下味野の住民や出身者が差別を受けるおそれがないと言うことはできないから、法令等により公にされている情報と、処分の対象になった情報は同等である。
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